
静岡県 NPO応援金

N

〒420-8601

静岡市葵区追手町9－6

静岡県くらし・環境部 県民生活課

新型コロナウイルス対策ＮＰＯ応援金 担当

電話：054-221-2344 受付時間：平日8:30～17:15

メール：npo-ouenkin@pref.shizuoka.lg.jp

HP：https://www.pref.shizuoka.jp/kenmin/km-110/npo-ouenkin/info.html

問い合わせ先

◆電子申請：令和２年10月23日(金)から12月28日(月) 23：59まで

◆郵 送：令和２年10月23日(金)から12月28日(月)（当日消印有効）

申請期間

静岡県新型コロナウイルス対策

対象となるNPO法人

【提出書類】

申請書・誓約書・通帳の写し（※法人名義の口座）

※提出書類は静岡県ホームページよりダウンロードできます。

※インターネット環境が整っていない方は、郵送にて下記問い合わせ先に返信用封筒を同封し、

申請書等を請求してください。（返信用封筒：角２封筒に返信用切手140円を貼ってください。）

【提出方法】

静岡県ホームページより電子申請（ふじのくに電子申請サービスを利用）又は特定記録郵便で郵

送（下記問い合わせ先）により申請してください。

※新型コロナウイルス感染防止のため持参による提出は御遠慮ください。

P O 応 金援
静岡県は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で収入が減少しているNPO法人の
事業継続を支援します。

対象かどうか迷ったら裏面の
フローチャートを確認しよう！

１法人当たり １０万円

申請手続

応援金額

■県内に主たる事務所を設置していること。

■活動実態があること。

■令和２年３月～８月の収入合計が前年同期と比較して１０万円以上かつ３０％以上

減少していること。

※設立登記日が令和２年２月１日以前の法人が対象です。



④申請時点において提出期限が到来している直近事業年度の
事業報告書等を所轄庁に提出済みである。

※ただし、提出された直近事業年度の活動報告書に
「活動休止中」「活動なし」といった旨の記載がされている

場合は活動実態なしとみなします。

①特定非営利活動促進法に基づき認証された法人である

②法人の設立登記日が令和２年(2020年)
２月１日以前である

対象外

はい

いいえ

対象外

③法人の主たる事務所を令和２年(2020年)
２月１日以前から静岡県内に置いている

いいえ

はい

対象外

はい

いいえ

はい

対象外
いいえ

⑤平成31年３月から令和元年８月の収入の合計 ・・・ (Ａ)
令和２年３月から令和２年８月の収入の合計 ・・・ (Ｂ)
（Ａ－Ｂ）が10万円以上である。
※10万円以上の減収となっている。
なお、設立登記日が平成31年３月２日～令和２年２月１日の
法人は計算方法が異なりますので申請要領を確認ください。

⑥平成31年３月から令和元年８月の収入の合計 ・・・ (Ａ)
令和２年３月から令和２年８月の収入の合計 ・・・ (Ｂ)
収入の減少割合 ・・・ (Ａ – Ｂ) / (Ａ)
（Ａ－Ｂ）/ Ａ×100が 30％以上である。
※30％以上の減収となっている。
なお、設立登記日が平成31年３月２日～令和２年２月１日の
法人は計算方法が異なりますので申請要領を確認ください。

対象外

対象外

申請要領を御確認の上、申請手続きにお進みください。

はい

いいえ

いいえ

はい

NPO応援金確認フローチャート

申請要領は静岡県ホームページに掲載しています！
表面のQRコードを読み取るか「静岡県 NPO応援金」
で検索してください。


